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２ 月 の 相 談
若者の就労相談
▶対　象	 15歳から39歳までの就労

を希望される人、その保護者
▶と　き	 月〜土曜日（祝日除く）
	 ９：00〜17：00
▶ところ	 あかし若者サポートステーション
	 	 ☎ 078-915-0677
	 サテライト播磨（加古川）
	 	 ☎ 079-423-2355
母子家庭等相談
▶と　き	 ２月19日（水）10:00〜15:00
▶ところ	 こども課児童福祉係
	 （役場新館１階）
▶相談員	 兵庫県母子父子自立支援員
▶内　容	 離婚に関する相談にも応じ

ます。（前日までに要予約）
▶問合先	 こども課児童福祉係　
	 ☎ 492-9155

法律相談
▶と　き	 ２月27日（木）13:30〜
▶ところ	 コミュニティセンター
▶内　容　弁護士による法律全般
▶申　込	 相談日の前日８:30から先

着９人まで電話で受け付け
ます。時間帯は指定できませ
ん。（相談時間は１人20分）

▶問合先	 企画課　☎492-9130
※受付開始後すぐは、電話がつながり
にくい場合があります。

行政相談
▶と　き	 ２月27日（木）13:30〜15:00
▶ところ	 コミュニティセンター
▶内　容	 国・県・町などへの苦情や

意見・要望など
▶方　法	 面談　直接会場へ
▶問合先	 企画課　☎492-9130

消費生活相談員による相談
▶と　き	 月曜日（休みのときは火曜

日）、水曜日、金曜日（9：00
〜12：00、13：00〜16：00）

▶内　容	 消費生活相談員による、		
契約、多重債務などの相談

▶方　法	 面談、電話　☎492-9151
▶問合先	 危機管理課　☎492-9168

人権相談
▶と　き	 ２月18日（火）13:30〜15:30
▶ところ	 総合福祉会館
▶内　容	 人権擁護委員による相談
▶申込・問合先
	 西部隣保館　☎492-3119

神戸地方法務局加古川支局人権相談
▶と　き	 月〜金曜日 9:00 〜 17:00
	 （12:00 〜 13:00 は除く）
▶ところ　神戸地方法務局加古川支局

人権相談室
	 ☎0570-003-110

暮らしの法律相談（４月から心配ごと
相談事業が新しくなりました）
▶と　き・ところ
司法書士相談
第１木曜日　総合福祉会館
第３木曜日　母里福祉会館
それぞれ13:30 〜 15:00（予約不
要、14:30までにお越しください）

弁護士相談
第２木曜日　
障害者ふれあいセンター
13:00〜15:00（要予約、先着４人）

▶申　込	 稲美町社会福祉協議会
	 ☎ 492-8668

介護相談
▶と　き	 月〜金曜日　9:00〜17:00

（要予約）
▶方　法　電話、面談、訪問
▶申込・問合先
	 稲美町社会福祉協議会
	 居宅介護支援事業所こぶし
　　　　☎492-8779

税理士による無料税務相談
▶と　き	 ２月４日、18日、25日
	 いずれも火曜日
	 13：30〜 16：30
	 ※予約が必要です
▶ところ	 加古川税理士会館
▶問合先	 近畿税理士会加古川支部	

☎ 421-1144

兵庫県弁護士会による高齢者・
障がい者の権利擁護なんでも110番
▶と　き	 ２月18日（火）13：00〜16：00
▶内　容	 弁護士・社会福祉士などに

よる無料相談
▶方　法	 電話または FAX
	 ☎		 078-362-0074
	 FAX	078-362-0084

教育相談
【いなみっ子悩み相談】
▶と　き　月〜金曜日　8:30〜17:15
▶担　当　教育課指導主事
▶内　容　いじめ、友人関係、学校不

適応、しつけ、親子関係など
▶方　法	 電話、面談
	 教育課教育係
	 ☎ 492-9149

青少年の教育相談
▶と　き	 月〜金曜日　9:00〜16:30
▶ところ	 安全安心まちづくり担当室
	 （役場本館２階）
▶内　容	 青少年の家庭教育や地域で

の指導のあり方など（家庭
内暴力・薬物乱用など）

	 高校生も相談できます。
▶方　法	 面談、電話
	 ☎0120-96-9695

障がい者なんでも相談
▶と　き
身体障がいに関する相談
	 月曜日　10:00〜12:00
精神障がい・こころの健康に関する
相談	 火曜日　10:00〜12:00
知的障がい・発達障がいに関する
相談　	 金曜日　10:00〜12:00

▶対　象	 ①「障害者手帳」をお持ち
の65歳未満の人②障がい
者の家族または介護者等③
障がいや福祉について相談
を希望する人

▶内　容	 専門員による支援・サービ
スなどの情報提供や助言
（要予約）

▶予　約	 地域福祉課障がい福祉係
	 ☎ 492-9167

身体障がい者の相談
▶と　き	 ２月21日（金）10:00〜12:00
▶ところ	 母里福祉会館
▶対　象	 障害者手帳を持っている人

や、病気・事故などで生活
に支障が出て困っている人

▶問合先	 地域福祉課障がい福祉係
	 ☎ 492-9136

高齢者総合相談
▶と　き	 月〜金曜日（8：30〜17：15）
▶ところ	 地域包括支援センター
	 （いきがい創造センター１階）
▶問合先	 健康福祉課地域包括係（地

域包括支援センター）
	 ☎ 492-9150
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稲美町立健康づくり施設　いなみアクアプラザ稲美町立健康づくり施設　いなみアクアプラザ
問合先　☎496-5851（休館日：毎週火曜日）

　幼児水泳教室の無料体験を実施しています。
　スイミングスクールに通わせるか迷われている人、子
どもが1人でプールに入れるか不安な人など、この機会に
ぜひ参加してみませんか。
と　　き ２月２日・９日・16日・23日
　　　　　 (いずれも日曜日）
　　　　　幼　児　⇒　 9 ：30～10：00
　　　　　小学生　⇒　10：15～10：45
内　　容 水なれからバタ足まで、それぞれのレベルに

合わせたレッスンです。 
対　　象 ３歳児から小学生まで（オムツが外れていて、

トイレの意思表示ができる子どもに限る）
定　　員 ５人（期間内１人１回のみ）
料　　金 無料
申　　込　当施設受付まで。（電話予約可）

①『幼児・小学生水泳教室無料体験』①『幼児・小学生水泳教室無料体験』①『幼児・小学生水泳教室無料体験』①『幼児・小学生水泳教室無料体験』 ②『春休み短期水泳教室』②『春休み短期水泳教室』②『春休み短期水泳教室』②『春休み短期水泳教室』
　春休み短期水泳教室を開催します！
【水慣れ～けのびキック・背面キックコース】 
●３月25日（水）・26日（木）２日間 
　Ａコース・・・  9：30～10：30 
　Ｂコース・・・13：00～14：00
【クロール・平泳ぎコース】 
●３月25日（水）～28日（土）　４日間 
　Cコース・・・11：00～12：00 
　※条件：けのびキック5m・背面キック12.5ｍ・顔付

け板キック12.5ｍができる。
対　　象　３歳児～小学６年生
料　　金　5,000円（４日間)・2,500円（２日間）
申　　込　２月12日（水）10：00～　受付開始
　　　　　当施設、受付にて。

※電話による事前予約可能。ただし、電話予約後、
1週間以内に入金がない場合は無効となります。

申込・問合先　☎437-7671（9：00～16：00）
対　象　小学生以上の人　※小学校低学年は保護者同伴　※①は４年生以上が対象

加古郡リサイクルプラザイベント情報加古郡リサイクルプラザイベント情報加古郡リサイクルプラザイベント情報

①ステンドグラスのひな人形作り
　ステンドグラスを使って、ひな人形のプレートを作ります。
と　き　２月１日（土）、２日（日）
　　　　９：30～12：00／13：30～16：00
参加費　1,500円　　　定　員　各回４人
※作品は後日の引渡しとなります。
※半田ゴテを使いますので、大人の人が一緒に体験してください。
※大人だけの参加も歓迎します。

③ガラスの写真立て
　板ガラスの上に色ガラスを載せて模様にします。
と　き　２月15日（土）、16日（日）
　　　　９：30～12：00／13：30～16：00
参加費　1,000円　　　定　員　各回８人
※作品は後日の引渡しとなります。

②モザイクガラスのひな人形
　モザイクガラス（シーグラス風ガラス）を使って、ひな
人形を作ります。
と　き　２月８日（土）、９日（日）
　　　　９：30～12：00／13：30～16：00
参加費　300円　　　定　員　各回８人
※作品は後日の引渡しとなります。

　町から加古大池利活用施設の指定管理を受けている
「NPOゆうゆう加古っち」ではフォトコンテストを実施し
ます。写真を見た人が稲美町を訪れたくなるような写真を
募集します。入選した作品は、加古大池管理棟で展示され
ます。
テ ー マ　稲美町（自然・景観・伝統行事・イベントなど）

を題材とした作品
撮影場所　稲美町内
応募期間　２月15日（土）～３月31日（火）締切日消印有効
問 合 先　NPO法人ゆうゆう加古っち（加古大池管理棟）
　　　　　☎492-8885

　牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、馬、豚、いのしし、鶏、うずら、
あひる（アイガモを含む）、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、
七面鳥を１頭（羽）以上飼育している人は、家畜伝染病
予防法により、毎年２月１日時点の飼育状況を飼育場所
の所在地を管轄する家畜保健衛生所に４月15日（鶏等に
あっては６月15日）までに報告する必要があります。
　所定の報告用紙を姫路家畜保健衛生所へ郵送またはＦ
ＡＸで提出してください。報告用紙はホームページの「衛
生情報」からダウンロードできます。
提出・問合先：姫路家畜保健衛生所　
　　　　　〒679-2166　姫路市香寺町中村 595-15
　　　　　☎079-240-7085、Fax:079-232-2685
　　　　　ホームページ :http://www3131.ec-net.jp/

NPOゆうゆう加古っちフォトコンテストNPOゆうゆう加古っちフォトコンテスト  家畜を飼育している人は報告が必要です！ 家畜を飼育している人は報告が必要です！

④ガラスの判子作り（サンドブラスト）
　ガラス製の判子に砂を吹き付けて加工します。
と　き　２月22日（土）、23日（日・祝）
　　　　９：30～12：00／13：30～16：00
参加費　300円　　　定　員　各回８人
※カッターナイフを使います。

③『全日会員・平日会員・プール会員』随時受付中！③『全日会員・平日会員・プール会員』随時受付中！③『全日会員・平日会員・プール会員』随時受付中！③『全日会員・平日会員・プール会員』随時受付中！
　各会員の詳細は、当施設受付までお問い合わせください。
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